
確認書・覚書等の社会的拘束性

行政局 特許庁

議連 議連

政党部会 政党部会

業法 業法

業界 日行連

士業会 日行連

日行連

確
認
書

社会的契約書

確
認
書

覚
書

確
認
書

確
認
書

確
認
書

法
律

規制改革会議
パブコメ

業際の
緩和要求

所管省
回答



業際業務を法令に書き込み共管業務とする①

• 税理士法（行政書士等が行う税務書類の作成）

　第51条の２　行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を

　用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業

　所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

• 海事代理士法（海事代理士法の一部改正に伴う経過措置）

　第十九条 　行政書士は、当分の間、前条の規定による改正後の海事代理士法（以下新海事

　代理士法」という。）第十七条第一項本文の規定にかかわらず、他人の委託により、業とし

　て新海事代理士法第一条に規定する行為（新船員職業安定法若しくは新内航海運業法又は

　これらに基づく命令の規定に基づく手続に係る行為に限る。）を行うことができる。

• 行政書士法（業務の制限）

　第19条　行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第１条の２に規定する業務を行う
　ことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるも

　のとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と

　して総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

　【則】第20条　総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手
　　続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。



業際業務を法令に書き込み共管業務とする②

行政書士法（社労士業務）
１ 　この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
（経過措置）
２ 　この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、

当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条の二第二項の規定に
かかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法（昭和四十
三年法律第八十九号）第二条第一項第一号及び第二号掲げる事務を業とす
ることができる。

弁理士法
（施行期日）
第一条 　この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に
掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 　第二章の規定　平成十四年一月一日
二 第四条第三項の規定　公布の日から起算して二年を超えない範囲内におい
　　て政令で定める日



一括整備法で
資格法の
横並び改正

税理士法

一括整備法で
行政書士法改正

社会保険労務士法

司法書士法

オンライン化法における行政書士法改正の検討

一括整備法で
対応しない

４団体のみ

業界との協議

閣法とする
政府提案

行政書士の
独占に反対で
決裂

道路運送車両法の
手続は

誰でも出来る

議員提案

業界による反対

電磁的記録は
法定業務

自民党行政書士検討
委員会による
行政書士法改正

省庁間法令協議

国土交通省が
反対

自動車議連が
反対

行政書士議連が
賛成

車庫証明も
反対

事務次官会議
了承

閣議決定

改正断念
改正断念

自販連の
新規登録のみ

電磁的記録の
非独占

自販連の
道路運送車両法

手続

非独占業務
１条の３に法定

非独占業務
１条の３に法定

業界と
同時決着

業界と
同時決着

両業界
合意

他の法律で定める場合
を除く

道路運送車両法で
適用除外

行政書士法
１９条で適用除外新規登録のみ

定める者
定める手続

海事代理士法

行政書士法を除いて
オンライン化法

成立



２



弁理士法改正の覚え書き
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市民社会と法

市民社会は法によって秩序づけられている

市民社会市民社会
私的生活関係 公的生活関係

経済生活関係経済生活関係

家庭生活関係家庭生活関係

住民と
地方自治体
住民と
地方自治体

国民と国家国民と国家

市民の自由な活動市民の自由な活動

私法私法 公法公法

私的自治私的自治 法による支配法による支配

私　 法＝私的自治の原則にしたがって私的生活関係を規律する法のグループ（民法・商法）

公　 法＝法治主義の原理（法による支配）にしたがって公的生活関係を起立する法のグループ（憲法・訴訟法・刑法）

社会法＝私的自治の原則が社会全体の利益のために修正される、私的生活関係への国の関与に属するグループ（労働法・

　　　　　　社会保証・福祉法・経済法）



関係省庁・団体・政党 日行連
規制改革対策本部

日行連
規制改革対策本部

日政連各部委員会等日政連各部委員会等
日本自動車会議所

　各　士　業　団　体　各　士　業　団　体

　各政党議員連盟　各政党議員連盟

　自　動　車　業　界　自　動　車　業　界

総務省行政局等総務省行政局等

内閣府
総合規制改革会議

内閣府
総合規制改革会議

内閣府
司法制度改革推進本部

内閣府
司法制度改革推進本部

士業政治連盟懇談会士業政治連盟懇談会

総合規制改革会議等
　　対 策 班

総合規制改革会議等
　　対 策 班

　資 　格 　制 　度
　対 　策 　班

　資 　格 　制 　度
　対 　策 　班

政 治　 運 動
　対 　 策 　班

政 治　 運 動
　対 　 策 　班

　業 　　　　界
対 　策 　班

　業 　　　　界
対 　策 　班

行 政 書 士 制 度
あり方検討委員会

行 政 書 士 制 度
あり方検討委員会

　法人化制度
　　対 策 委 員 会

　法人化制度
　　対 策 委 員 会

法　改　正　推　進
プロジェクト

法　改　正　推　進
プロジェクト

道路運送車両法
一部改正反対
プロジェクト

道路運送車両法
一部改正反対
プロジェクト

組 織 広 報 委 員 会組 織 広 報 委 員 会

　総　務　委　員　会　総　務　委　員　会

財 務 委 員 会財 務 委 員 会

国 会 対 策 委 員 会国 会 対 策 委 員 会

自　工　会自　工　会

自　検　協自　検　協

陸 運振興 財団陸 運振興 財団

標板協議会標板協議会

自　販　連自　販　連

中　販　連中　販　連

軽自動車協会軽自動車協会

日　整　連日　整　連

自家用
自動車協会

自家用
自動車協会

自動車会議所自動車会議所

自民党政調会総務部会
行政書士制度
検討小委員会

自民党政調会総務部会
行政書士制度
検討小委員会

各
業
界
団
体
ご
と
に
政
治
連
盟

連　　　　合

日本経団連

日行連
司法制度改革対策本部

日行連
司法制度改革対策本部

行政書士法改正と関係団体等

その他約８０団体その他約８０団体
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理事会
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タイムラグ
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自民党
総務部会

司法制度改革
特別委員会

政調審議会政務調査会

地方行政専門部会 行政書士制度検討小委員会

総務省議員連盟

事務局

行政書士制度研究委員会

日政連 日行連

法改正基本方針（戦略）

司
法
制
度
改
革

規

制

改

革

行

政

改

革

各
個
別
法
改
正

手
続
の
電
子
化

外
圧

司法制度改革推進本部

行 政 改 革 推 進 本 部

知 的 財 産 戦 略 本 部

規 制 改 革 委 員 会

Ｉ Ｔ 戦 略 本 部

内
閣

新たに求められる対応措置

日 行 連 中 央 研 修 所

行政書士試験研究センター

総 合 規 制 改 革 会 議

知 的 財 産 戦 略 会 議
行政書士紛争処理センター

司 法 ア ク セ ス ネ ッ ト
司法制度改革審議会

単 位 会 研 修 所





規制改革委員会と規制緩和への取り組み

民民規制民民規制

公
的
規
制
の
見
直
し

公
的
規
制
の
見
直
し

国民負担軽減国民負担軽減

事業者負担軽減事業者負担軽減

公的資格の見直し公的資格の見直し

１．業務独占資格１．業務独占資格

３．名称独占等資格３．名称独占等資格

２．必置資格２．必置資格

横断的検討「資格制度」横断的検討「資格制度」

経済的規制経済的規制

社会的規制社会的規制

独占に対する規制独占に対する規制

国民企業の
自己責任原則

国民企業の
自己責任原則

独禁法の
厳格な適用

独禁法の
厳格な適用

参入規制参入規制

価格規制価格規制

資格制度資格制度

規制緩和の
基盤的条件

規制緩和の
基盤的条件

参入規制参入規制

２．資格の廃止を含め
　　あり方を検討する

２．資格の廃止を含め
　　あり方を検討する

11．資格取得の容易化11．資格取得の容易化

４．受験資格要件の廃止４．受験資格要件の廃止

12．受験料の積算根拠の精査12．受験料の積算根拠の精査

６．障害等を理由とする欠格
事由の見直し　　

６．障害等を理由とする欠格
事由の見直し　　

８．合格者数制限を見直す８．合格者数制限を見直す

10．合否判定基準を公表する10．合否判定基準を公表する

５．講習等の義務づけは
　 参入規制　あり方を見直す　

５．講習等の義務づけは
　 参入規制　あり方を見直す　

１．相互乗り入れ
　　資格制度の垣根を低くする
　　他の職種の参入を認める

１．相互乗り入れ
　　資格制度の垣根を低くする
　　他の職種の参入を認める

３．資格試験の実施３．資格試験の実施

７．受験資格・資格取得の特例
　　認定基準の明文化・公表

７．受験資格・資格取得の特例
　　認定基準の明文化・公表

９．類似資格の統合・試験免除９．類似資格の統合・試験免除

13．登録・入会制度のあり方検討13．登録・入会制度のあり方検討

14．報酬規定のあり方の見直し14．報酬規定のあり方の見直し

15．広告規制の見直し15．広告規制の見直し

16.有効期間・定期講習の
合理性の検討

16.有効期間・定期講習の
合理性の検討

　　　　◎　１１．９．３．　　　　　　　　
　　９団体に調査票作成依頼
　提出期限は９．３０．

個別検討から
制限的制度の
廃止へ

公正取引委員会



利害関係利害関係

国民利益国民利益

国民利益国民利益

得られる成果得られる成果

依頼者　国民依頼者　国民

社外役員・情報開示の効果

IR＝インベスター・リレーションズ

IR＝投資家向け情報開示

対象対象

投資行動の誘導投資行動の誘導

IR＝自発的情報開示IR＝自発的情報開示

組織運営の
透明化
適正化

組織運営の
透明化
適正化

国民国民

会員利益会員利益

国民負担の軽減国民負担の軽減

会員会員

監督官庁監督官庁

市場の声に耳を傾ける

結果として国民結果として国民

行政書士法による
報告義務・情報開示

報告義務と情報開示報告義務と情報開示

業務及び財務内容の公開・社外役員

業務・経理の情報開示

法による制度的情報開示法による制度的情報開示

収支予算計画書

事業計画書

事業報告書

収支決算報告書

役員の選任・解任

決算補足資料

財産目録

会則の制定・変更

取り扱い業務案内

懲戒処分

会の活動経過報告

会員名簿

会
報
に
よ
る
公
開

印
刷
物

国
民
・
一
般
会
員
・
監
督
官
庁
に

業務手引き書

法・会則・規則

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

IR活動の実施状況

公益法人に
外部監査導入



抑制と均衡を伴った市場

市場へ居座り

業務の禁止

退会処分

行
　
政
　
書
　
士
　
会

個人の自由の維持・確保

被害の継続

公共の福祉

法による支配
（法治主義）

選択肢の拡大

倫理による支配

被害の継続

識法率
の
向上

被害の中断

市場に居座り

行
　
政
　
書
　
士
　
会

資質の平準化

広告の自由

報酬規定の廃止

情報化による解放

市場からの撤退

法による支配
（法の支配）

強制入会を採る理由

市場競争原理

自己責任原則


